
⑤水道施設総合整備計画【水道施設停電対策計画（概要版）】

１．計画の目的と位置付け

２．停電被害と今後のリスク

事業環境の変化

水道システムは、電力供給に依存しており、停電により配水機能や
浄水処理機能の停止、遠隔監視制御システムの停止等が発生し、断
水が生じる。
近年、世界的な気候変動の影響等による気象の急激な変化や地震
などによる自然災害が頻発化、激甚化しており、これらを要因とし
た停電により、大規模な断水が発生し、長期化する事例が数多く報
告されている。
「水道施設総合整備計画」に包含される９つの個別計画の1つとし
て策定する「水道施設停電対策計画」は、地震や大雨等による長時
間に及ぶ停電が発生した場合においても、水道施設の機能を維持
し、安定的な給水を確保するための停電対策について定めるもの
である。

・

・

・

◆ 水道施設停電対策計画の目的

「水道施設停電対策計画」は、水道施設再構築構想に示す具体的な取組のうち、個別対策による施設強靭化の取組の
停電対策について定めるものである。

・
◆ 水道施設停電対策計画の位置付け

本計画の計画期間は、令和13年度までの10年間とする。・
◆ 計画期間

図　水道施設総合整備計画の体系図

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑤水道施設停電対策計画】

平成23年の東日本大震災では、4月11日17時16分に発生した震度6弱の余震により、川前浄水場と自家用発電設
備が整備されていた上野原浄水場を除いた全施設が、停電のため一時稼働できない状態となった。各浄水場の停電
は、順次復旧したが泉浄水場の停電の解消については、翌日（12日）午前7時46分までの時間を要した。

・
◆ 停電被害の事例

重要度に応じた停電対策をすべての施設に実施することを基本としながらも、自家発電設備や発電機の整備等の対
策を効率的かつ効果的に実施することで、広域的な停電や長時間の停電が発生した場合においても、安定的な給水
を確保することを目指す。

・
◆ 停電対策の目標

現代の水道システムは、電力への依存度が高いことから、停電による影響は非常に大きく、停電が長時間に及ぶ場合、
広域的な断水が発生するリスクもある。また、停電の発生は地震、風水害等の自然災害に起因する場合のほか、人
為的な過失など、さまざまな要因により発生する可能性があり、他の災害と比較し、その発生頻度は高いものとなっ
ている。
本市は、起伏に富む地勢という特性から標高差が大きく、ほとんどの配水方式は自然流下方式であるものの、高所
に位置する配水池への送水については、ポンプへ依存しており、停電が長期化した場合の影響は非常に大きく、停
電により浄水場が停止し、第一次配水池の流入が途絶えた場合、6時間から17時間の間で配水池の貯留水がなくな
り、広域的な断水が発生する。

・

・

◆ 今後のリスク

３．基本方針と目標

「水道施設再構築構想」では、老朽施設の更新や耐震化（地震対策）等の個別対策による施設の強靭化と相互融通体
制の構築によるバックアップ機能の強化を図ることで水道システム全体の強靭化を目指すことを整備方針としてい
る。
停電による断水の発生を抑制する個別対策としては、自家発電設備の整備が最も効果的な手段であるが、全ての水
道施設に自家発電設備を整備することは、事業量や財政の面から難しく、また、自家発電設備の整備を行う場合で
あっても、更新時期が近い施設に整備することは効率的な対策とはならない。
本計画では、停電による断水の影響が大きい浄水場や基幹配水施設等の重要な施設に講じる停電対策を整理するも
のとし、停電による断水の影響が小さい施設への停電対策については、各施設の新設又は更新、若しくは関連する
設備等の更新に併せた停電対策を講じる。

・

・

・

◆ 停電対策の基本方針

【水道システム全体の視点】 【個別施設の視点】

【事業量の平準化・財源確保の視点】 【施設の健全性維持の視点】

水道施設再構築構想 水道施設耐震化計画

水道施設津波・浸水対策計画

水道施設土砂災害対策計画

水道施設停電対策計画

水道施設整備計画

管路整備計画

水道施設長寿命化計画アセットマネジメント
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４．停電対策の方法

表　停電対策計画における計画期間の目標（業務指標）

表　停電対策に対応する計画と事業

表　本市のこれまでの停電対策

表　停電対策の種類

本市は、これまで2回線受電（予備電源、予備線）を中心とした停電対策を実施してきたが、この対策は電力会社か
らの供給に頼るものであり、大規模災害による停電やブラックアウト、変電所事故による停電など、長時間かつ広
範囲に及ぶ停電が発生した場合には対応できない。そのため、本計画では施設の重要度に応じて、①非常用発電設
備による対策、②商用電力の2回線受電による対策、③計装系の対策を組み合わせた停電対策を講じていく。

・
◆ 停電対策の考え方

又は

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑤水道施設停電対策計画】

又は

による停電対策

施設
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施設の重要度に応じた停電対策の対策レベルを次のA～Dに区分する。
個別施設の停電対策の検討にあたっては、対策レベルに応じた停電対策の実施内容を基本としながらも、各施設に
おける取水、導水の複数系統化や電力を使用しない方法での導水が可能であるか、対策が実質的に困難であるか、
バックアップによる水運用が可能か等を踏まえ施設ごとに判断する。

・
・

◆ 対策レベル別の対象施設と対策内容

表　浄水施設における停電対策一覧

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑤水道施設停電対策計画】

※自家発電設備及び発電機（常設・非常設）による動力系の対策には、長期的な計装系の対策を包含する。

表　対策レベル別の対象施設と対策内容　
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５．事業計画

表　配水施設（ポンプ場）における停電対策一覧

表　事業計画（上水道事業）

表　事業計画（簡易水道事業）

停電対策における工事等の優先度については、停電により各施設の機能が停止した場合の断水の影響を考慮した「重
要度」により評価するものとし、基本的には対策レベルの高い順（対策レベルA→Bの順）、水運用上上流側から下流
側の順（浄水施設→配水施設の順）で年次計画に位置付ける。
水道施設停電対策事業の事業概要、事業期間、概算事業費を下表に示す。

・

・

◆ 事業計画

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑤水道施設停電対策計画】
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施設の重要度に応じた停電対策の対策レベルを次のA～Dに区分する。
個別施設の停電対策の検討にあたっては、対策レベルに応じた停電対策の実施内容を基本としながらも、各施設に
おける取水、導水の複数系統化や電力を使用しない方法での導水が可能であるか、対策が実質的に困難であるか、
バックアップによる水運用が可能か等を踏まえ施設ごとに判断する。

・
・

◆ 対策レベル別の対象施設と対策内容

表　浄水施設における停電対策一覧

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑤水道施設停電対策計画】

※自家発電設備及び発電機（常設・非常設）による動力系の対策には、長期的な計装系の対策を包含する。

表　対策レベル別の対象施設と対策内容　
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５．事業計画

表　配水施設（ポンプ場）における停電対策一覧

表　事業計画（上水道事業）

表　事業計画（簡易水道事業）

停電対策における工事等の優先度については、停電により各施設の機能が停止した場合の断水の影響を考慮した「重
要度」により評価するものとし、基本的には対策レベルの高い順（対策レベルA→Bの順）、水運用上上流側から下流
側の順（浄水施設→配水施設の順）で年次計画に位置付ける。
水道施設停電対策事業の事業概要、事業期間、概算事業費を下表に示す。

・

・

◆ 事業計画

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑤水道施設停電対策計画】
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⑥水道施設総合整備計画【水道施設整備計画（概要版）】

１．計画の目的と位置付け

２．現状と課題

近年、経年化・老朽化に伴う設備の故障や誤作動等を要因に断水を
伴う施設事故が全国で発生している。
本市では、平成27年3月に「水道施設更新計画」を策定しており、
効率的で効果的な更新事業を推進している段階であるが、水道施
設の再編や適切な修繕・維持による長寿命化を前提とした更新計
画など、他計画との整合を図る上で再検討が必要となっている。
「水道施設総合整備計画」に包含される個別計画の1つとして策定
する「水道施設整備計画」は、将来にわたって水道水の安全性と安
定性を維持していくために、浄水・配水施設の状況を踏まえた計画
的な整備・更新について整理したものである。

・

・

・

◆ 水道施設整備計画の目的

「水道施設整備計画」は、水道施設再構築構想に示す具体的な取組のうち、個別対策による施設強靭化の取組の管路
以外の水道施設の老朽化対策として整備計画を定めるものである。

・
◆ 水道施設整備計画の位置付け

本計画の計画期間は、令和53年度までの50年間とする。・
◆ 計画期間

図　水道施設総合整備計画の体系図

表　上水道及び簡易水道の固定資産の内訳と将来の更新需要

表　水道施設数の整理

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑥水道施設整備計画】

浄水施設及び配水施設（配水池、ポンプ場）の施
設数は右表のとおりである。

・
◆ 水道施設の現状

上水道及び簡易水道の構造物・設備等の再投資額は、それぞれ約525億円、20億円（平成30年度価格）である。
水道施設の設備類の約半数が法定耐用年数を超過しており、日常における事故リスクの高まりや災害発生時におけ
る被害の深刻化が懸念される。
運転停止を伴うような更新や大規模修繕を実施することが困難な施設も少なくなく、老朽化による施設事故の発生
リスクが高まる中で、更新や大規模修繕への対応が課題となっている。
将来の更新需要は、上水道及び簡易水道でそれぞれ1年当たり約22億円、1.2億円が必要となる見込みである。

・
・

・

・

◆ 水道施設が抱える課題

【水道システム全体の視点】 【個別施設の視点】

【事業量の平準化・財源確保の視点】 【施設の健全性維持の視点】

水道施設再構築構想 水道施設耐震化計画

水道施設津波・浸水対策計画

水道施設土砂災害対策計画

水道施設停電対策計画

水道施設整備計画

管路整備計画

水道施設長寿命化計画アセットマネジメント

水道施設総合整備計画
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３．基本方針と目標

表　施設整備計画における中期及び長期の目標（業務指標）

表　計画に位置付ける事業

表　標準使用年数と延長使用年数の適用分類

「水道施設再構築構想」では、個別対策による施設の強靭化と相互融通体制の構築によるバックアップ機能の強化を
図ることで非常時においても水道水の安定的な供給を目指すことを整備の方針としている。
本計画では、老朽化対策としての計画的な更新を中心としながらも、水道施設の統廃合やダウンサイジングによる
水道施設の最適化、災害対策、施設の新設について統合的に整理することで、各計画との整合を図りながら効率的
かつ効率的に水道施設整備を推進していく。

・

・

◆ 水道施設整備の基本方針

国や他事業体の動向、これまでの使用実績
を踏まえ、施設を法定耐用年数よりも長期
間使用できることを前提とし、標準的に使
用できる年数（標準使用年数）を設定する。
さらに、長寿命化計画により適切な維持・修
繕を推進すれば、標準使用年数よりも長い
期間にわたって健全な状態で運用すること
ができると考えられることから、施設の重
要度等に応じて延長使用年数を設定する。

・

・

◆ 標準使用年数と延長使用年数の設定

各計画との整合を図りながら効率的かつ効率的に水道施設の更新を行うことにより、水道施設の最適化、強靭化を
図り、老朽化や災害に伴う施設事故を起因とする大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減することを目指す。

・
◆ 水道施設整備の目標

総合整備計画では、近年、頻発化・激甚化する自然災害に対する取組として「地震対策（耐震化）」、「津波・浸水対策」、
「土砂災害対策」、「停電対策」の個別計画を策定し、施設強靭化の取組を推進している。
これらの計画では、施設の重要度などから対象とする施設を選定した上で、耐災害化対策を講じることとしており、
個別計画で対象とならなかった施設についても、更新による耐災害化を図るものとしている。

・

・

◆ 水道施設の災害対策

水運用の効率化や事業費削減の観点から、施設統廃合による適正化を図るとともに、施設単位の更新にあたっては、
施設ごとに水需要減少を考慮した施設規模へのダウンサイジングを図るものとする。

・
◆ 適正な施設規模の検討

「水道施設再構築構想」で整理した施設統廃合の対象施設は、更新対象から除外し、必要となる代替施設等の整備を
整理する。

・
◆ 施設の統廃合

４．水道施設の整備の考え方

本計画に位置付ける事業と関連する事業を以下に示す。・
◆ 水道施設整備計画に位置付ける事業

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑥水道施設整備計画】

※点線は関連する事業
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⑥水道施設総合整備計画【水道施設整備計画（概要版）】

１．計画の目的と位置付け

２．現状と課題

近年、経年化・老朽化に伴う設備の故障や誤作動等を要因に断水を
伴う施設事故が全国で発生している。
本市では、平成27年3月に「水道施設更新計画」を策定しており、
効率的で効果的な更新事業を推進している段階であるが、水道施
設の再編や適切な修繕・維持による長寿命化を前提とした更新計
画など、他計画との整合を図る上で再検討が必要となっている。
「水道施設総合整備計画」に包含される個別計画の1つとして策定
する「水道施設整備計画」は、将来にわたって水道水の安全性と安
定性を維持していくために、浄水・配水施設の状況を踏まえた計画
的な整備・更新について整理したものである。

・

・

・

◆ 水道施設整備計画の目的

「水道施設整備計画」は、水道施設再構築構想に示す具体的な取組のうち、個別対策による施設強靭化の取組の管路
以外の水道施設の老朽化対策として整備計画を定めるものである。

・
◆ 水道施設整備計画の位置付け

本計画の計画期間は、令和53年度までの50年間とする。・
◆ 計画期間

図　水道施設総合整備計画の体系図

表　上水道及び簡易水道の固定資産の内訳と将来の更新需要

表　水道施設数の整理

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑥水道施設整備計画】

浄水施設及び配水施設（配水池、ポンプ場）の施
設数は右表のとおりである。

・
◆ 水道施設の現状

上水道及び簡易水道の構造物・設備等の再投資額は、それぞれ約525億円、20億円（平成30年度価格）である。
水道施設の設備類の約半数が法定耐用年数を超過しており、日常における事故リスクの高まりや災害発生時におけ
る被害の深刻化が懸念される。
運転停止を伴うような更新や大規模修繕を実施することが困難な施設も少なくなく、老朽化による施設事故の発生
リスクが高まる中で、更新や大規模修繕への対応が課題となっている。
将来の更新需要は、上水道及び簡易水道でそれぞれ1年当たり約22億円、1.2億円が必要となる見込みである。

・
・

・

・

◆ 水道施設が抱える課題

【水道システム全体の視点】 【個別施設の視点】

【事業量の平準化・財源確保の視点】 【施設の健全性維持の視点】

水道施設再構築構想 水道施設耐震化計画

水道施設津波・浸水対策計画

水道施設土砂災害対策計画

水道施設停電対策計画

水道施設整備計画

管路整備計画

水道施設長寿命化計画アセットマネジメント

水道施設総合整備計画
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３．基本方針と目標

表　施設整備計画における中期及び長期の目標（業務指標）

表　計画に位置付ける事業

表　標準使用年数と延長使用年数の適用分類

「水道施設再構築構想」では、個別対策による施設の強靭化と相互融通体制の構築によるバックアップ機能の強化を
図ることで非常時においても水道水の安定的な供給を目指すことを整備の方針としている。
本計画では、老朽化対策としての計画的な更新を中心としながらも、水道施設の統廃合やダウンサイジングによる
水道施設の最適化、災害対策、施設の新設について統合的に整理することで、各計画との整合を図りながら効率的
かつ効率的に水道施設整備を推進していく。

・

・

◆ 水道施設整備の基本方針

国や他事業体の動向、これまでの使用実績
を踏まえ、施設を法定耐用年数よりも長期
間使用できることを前提とし、標準的に使
用できる年数（標準使用年数）を設定する。
さらに、長寿命化計画により適切な維持・修
繕を推進すれば、標準使用年数よりも長い
期間にわたって健全な状態で運用すること
ができると考えられることから、施設の重
要度等に応じて延長使用年数を設定する。

・

・

◆ 標準使用年数と延長使用年数の設定

各計画との整合を図りながら効率的かつ効率的に水道施設の更新を行うことにより、水道施設の最適化、強靭化を
図り、老朽化や災害に伴う施設事故を起因とする大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減することを目指す。

・
◆ 水道施設整備の目標

総合整備計画では、近年、頻発化・激甚化する自然災害に対する取組として「地震対策（耐震化）」、「津波・浸水対策」、
「土砂災害対策」、「停電対策」の個別計画を策定し、施設強靭化の取組を推進している。
これらの計画では、施設の重要度などから対象とする施設を選定した上で、耐災害化対策を講じることとしており、
個別計画で対象とならなかった施設についても、更新による耐災害化を図るものとしている。

・

・

◆ 水道施設の災害対策

水運用の効率化や事業費削減の観点から、施設統廃合による適正化を図るとともに、施設単位の更新にあたっては、
施設ごとに水需要減少を考慮した施設規模へのダウンサイジングを図るものとする。

・
◆ 適正な施設規模の検討

「水道施設再構築構想」で整理した施設統廃合の対象施設は、更新対象から除外し、必要となる代替施設等の整備を
整理する。

・
◆ 施設の統廃合

４．水道施設の整備の考え方

本計画に位置付ける事業と関連する事業を以下に示す。・
◆ 水道施設整備計画に位置付ける事業

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑥水道施設整備計画】

※点線は関連する事業
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５．施設単位の新設・更新

浄水場の施設単位の更新（再整備）については、「水道施設再構築構想」に示す。・
◆ 浄水施設の更新

概ね50年間に更新を迎える配水施設を以下に示す。・
◆ 配水施設の更新時期と事業費

「水道施設更新事業」に位置付け、施設の重要度や老朽度を基に優先順位を設定し実施する。ただし、「水道施設再
構築構想」において、浄水場再整備関連事業に位置付けている施設の更新については、浄水場再整備スケジュール
に基づき実施する。

・
◆ 配水施設の更新

配水池、ポンプ場の各施設は「老朽度」「重要度」の２項目で
評価する。
基本的に右図のとおり①～⑨の順番で更新していく。
簡易水道の施設については、重要度の観点（接続口径）から
優先順位が低くなり、更新時期が計画期間後期に集中して
しまうため、上水道と簡易水道に分け、それぞれ更新優先
度を設定する。

・

・
・

◆ 配水施設における更新優先度の設定

図　更新優先度の設定
表　老朽度、重要度の考え方

表　配水施設の更新時期と事業費（浄水場再整備事業関連）

表　配水施設の更新時期と事業費（浄水場再整備事業関連以外）

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑥水道施設整備計画】
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※上水道の基幹配水施設は標準使用年数により、その他の施設は延長使用年数により評価する
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６．設備単位の新設・更新

施設統廃合のために必要となる代替施設の新設を以下に示す。・
◆ 配水施設の新設

設備単位の更新に当たっては、施設単位でのライフサイクル全体にわたって効率的な更新を考慮するものとし、必
要に応じて施設単位での再整備や更新時期に合わせて、更新の前倒しや後送りを行うなど更新時期を調整すること
で、効率的な更新を進めていく。

・
◆ 設備の更新

停電対策等を除き新たな設備の設置は想定されていないが、必要に応じて計画的に整備する。・
◆ 設備の新設

表　施設統廃合する配水施設の代替施設の新設

表　施設統廃合する配水施設の代替施設の新設

表　設備の更新事業費

表　設備の移設又は施設統廃合に伴い必要となる設備の更新事業費

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑥水道施設整備計画】
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５．施設単位の新設・更新

浄水場の施設単位の更新（再整備）については、「水道施設再構築構想」に示す。・
◆ 浄水施設の更新

概ね50年間に更新を迎える配水施設を以下に示す。・
◆ 配水施設の更新時期と事業費

「水道施設更新事業」に位置付け、施設の重要度や老朽度を基に優先順位を設定し実施する。ただし、「水道施設再
構築構想」において、浄水場再整備関連事業に位置付けている施設の更新については、浄水場再整備スケジュール
に基づき実施する。

・
◆ 配水施設の更新

配水池、ポンプ場の各施設は「老朽度」「重要度」の２項目で
評価する。
基本的に右図のとおり①～⑨の順番で更新していく。
簡易水道の施設については、重要度の観点（接続口径）から
優先順位が低くなり、更新時期が計画期間後期に集中して
しまうため、上水道と簡易水道に分け、それぞれ更新優先
度を設定する。

・

・
・

◆ 配水施設における更新優先度の設定

図　更新優先度の設定
表　老朽度、重要度の考え方

表　配水施設の更新時期と事業費（浄水場再整備事業関連）

表　配水施設の更新時期と事業費（浄水場再整備事業関連以外）

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑥水道施設整備計画】
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※上水道の基幹配水施設は標準使用年数により、その他の施設は延長使用年数により評価する
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６．設備単位の新設・更新

施設統廃合のために必要となる代替施設の新設を以下に示す。・
◆ 配水施設の新設

設備単位の更新に当たっては、施設単位でのライフサイクル全体にわたって効率的な更新を考慮するものとし、必
要に応じて施設単位での再整備や更新時期に合わせて、更新の前倒しや後送りを行うなど更新時期を調整すること
で、効率的な更新を進めていく。

・
◆ 設備の更新

停電対策等を除き新たな設備の設置は想定されていないが、必要に応じて計画的に整備する。・
◆ 設備の新設

表　施設統廃合する配水施設の代替施設の新設

表　施設統廃合する配水施設の代替施設の新設

表　設備の更新事業費

表　設備の移設又は施設統廃合に伴い必要となる設備の更新事業費

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑥水道施設整備計画】
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⑦水道施設総合整備計画【管路整備計画（概要版）】

１．計画の目的と位置付け

２．現状と課題

管路の多くは昭和40年代から昭和60年代にかけて布設されたもの
であり、今後大量に更新時期を迎える見込みである。
本市では、平成28年12月に「老朽管更新計画」を策定しており、安
定給水の確保及び更新による耐震性の向上を目指し、老朽管の更新
を計画的に推進している段階であるが、水道施設の再編や適切な修
繕・維持による長寿命化を前提とした更新計画など、他計画との整
合を図る上で再検討が必要となっている。
「水道施設総合整備計画」に包含される個別計画の1つとして策定す
る「管路整備計画」は、災害発生時や管路事故等の非常時において
も安定した給水を維持できるよう、浄水場間の水系幹線等の整備事
業、管路の重要度に応じたリスク管理と長寿命化計画による延命化
に基づく計画的な更新事業について整理したものである。

・

・

・

◆ 管路整備計画の目的

「管路整備計画」は、水道施設再構築構想に示す具体的な取組のうち、個別対策による施設強靭化の取組の管路の老
朽化対策として整備計画を定めるものである。

・
◆ 管路整備計画の位置付け

本計画の計画期間は、令和53年度までの50年間とする。・
◆ 計画期間

図　水道施設総合整備計画の体系図

図　法定耐用年数超過管路率（経年化管路率）の推移
表　管路延長の内訳と将来の更新延長

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑦管路整備計画】

本市では、令和2年度末時点において上水道で約
2,207㎞、簡易水道で約69㎞の管路を有している。管
路総延長に対する法定耐用年数40年を超過した管路
の割合は、26.2％となっており、今後も大量の管路が
更新時期を迎える見込みである。

・
◆ 経年管路の増加

本市における基幹管路の耐震管率は、令和元年度末時
点での基幹管路で42.9％（R2年度末 43.6％）となっ
ており、全国平均値の26.6％を大きく上回っている。
しかし、管路総延長に対する耐震管率は、平成30年度
末時点で9.8％（R2年度末 12.6％）となっており、全
国平均値の16.8％を下回っている。

・
◆ 管路の耐震性

平成23年に発生した東日本大震災では、水道管の漏水
被害が約660件におよび市内のほぼ全域にわたる約
13万戸が断水し復旧までに約１か月間を要した。被
害を受けた管路の多くは、法定耐用年数を超過し耐震
性も有していないものであり、特に基幹管路での被害
は、復旧の遅速を左右する結果となった。

・
◆ 東日本大震災での被害状況

【管路の現状】

本市の管路総延長を法定耐用年数で更新した場合、上
水道は１年当たり約66㎞（約88億円）、簡易水道は１
年当たり約2㎞（約2億円）の管路更新が必要となる。

・
◆ 経年化による更新需要の増大

基幹管路の主な事故履歴は、管体腐食による漏水が多
く、これは老朽化や腐食性土壌を要因とするものであ
り、今後も管路の老朽化による事故リスクは高まるこ
ととなる。

・
◆ 老朽化による事故リスクの高まり

【管路が抱える課題】

【水道システム全体の視点】 【個別施設の視点】

【事業量の平準化・財源確保の視点】 【施設の健全性維持の視点】

水道施設再構築構想 水道施設耐震化計画

水道施設津波・浸水対策計画

水道施設土砂災害対策計画

水道施設停電対策計画

水道施設整備計画

管路整備計画

水道施設長寿命化計画アセットマネジメント

水道施設総合整備計画

※管路延長の内訳（グラフ）は、管種ごとの数値を四捨五入しているため、各管種の計と管路延長（合計）の数値が合わない場合がある。
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資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑦管路整備計画】

３．基本方針と目標

表　管路整備計画における中期及び長期の目標（業務指標）

表　管路整備の区分

「水道施設再構築構想」では、個別対策による施設の強靭化と相互融通体制の構築によるバックアップ機能の強化を
図ることで非常時においても水道水の安定的な供給を目指すことを整備の方針としている。
本計画では、老朽化対策としての計画的な更新事業に加えて、相互融通体制の構築などに必要とする管路の更新及
び新設、更には、更新による耐災害性の強化を統合的に整理することで、各計画との整合性を図りながら効率的に
管路の整備事業を推進していく。

・

・

◆ 管路整備の基本方針

本事業は、平常時の効率的な配水運用と地震や水質事
故など非常時の安定給水を可能にすることを目的と
して、既設水道施設の更新を兼ねながら浄水場水系間
で水の相互融通を可能とする水系幹線等の配水施設
を整備し、北部地区から南部地区へのバックアップを
強化するものである。
計画期間：平成15年度から令和10年度（26か年）
総事業費：約172億円

・

・
・

◆ 基幹浄水場連絡管整備事業

老朽化した管路について、計画的な更新による健全性の向上と耐災害性強化を図ることにより、老朽化や災害に伴
う漏水を起因とする大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減することを目指す。

・
◆ 水道施設整備の目標

浄水場の再整備に伴い必要となる管路の整備は、浄水場再整備スケジュールに基づき計画的に整備する。
配水運用の効率化や維持管理性の向上のための新たな配水管布設は想定していないが、配水運用の効率化及び維持
管理性の向上等のために必要不可欠な管路については、その必要性に基づき計画的に整備する。

・
・

◆ 管路新設事業

管路が法定耐用年数よりも長期間使用できることを前提として、国や他事業体の動向、本市でのこれまでの使用実
績を踏まえ、標準的に使用できる年数「標準使用年数」を管種や継手形式別に設定する。
基幹管路は、標準使用年数での更新とし、配水支管は長寿命化対策の取り組みにより、健全な状態を保つことで、可
能な限り延命化を図ったうえで更新とする。

・

・

◆ 標準使用年数の設定

更新後の主な管種は、埋設管路で水道用耐震型ダクタイル鋳鉄管、水道配水用ポリエチレン管、露出管路でステン
レス鋼管となり、管路の標準使用年数は100年となることから、年間の更新率を管路総延長の１.0％とし、100年
サイクルでの構築を目指すこととする。
令和２年度末における管路総延長は延長2,275㎞（上水道2,207㎞、簡易水道69㎞）で、更新率1.0％での更新延長
は約23㎞となる。これを管路更新の年間目標延長と設定する。

・

・

◆ 目標とする年間管路更新延長

４．管路整備の考え方

管路整備計画では、管路の整備を以下の事業に区分して実施していくこととする。・
◆ 管路整備計画に位置付ける事業

※「重要給水施設配水管整備計画」は、「管路整備計画」と「水道施設耐震化計画」に関連する計画として別に定める計画

表　基幹浄水場連絡管整備事業一覧

㎥

㎥

㎥

・浄水場水系間の相互融通を目的とした水系幹線等の
施設整備（北部地区から南部地区へのバックアップ強化）

原則、すべて耐震管で布設
する。
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⑦水道施設総合整備計画【管路整備計画（概要版）】

１．計画の目的と位置付け

２．現状と課題

管路の多くは昭和40年代から昭和60年代にかけて布設されたもの
であり、今後大量に更新時期を迎える見込みである。
本市では、平成28年12月に「老朽管更新計画」を策定しており、安
定給水の確保及び更新による耐震性の向上を目指し、老朽管の更新
を計画的に推進している段階であるが、水道施設の再編や適切な修
繕・維持による長寿命化を前提とした更新計画など、他計画との整
合を図る上で再検討が必要となっている。
「水道施設総合整備計画」に包含される個別計画の1つとして策定す
る「管路整備計画」は、災害発生時や管路事故等の非常時において
も安定した給水を維持できるよう、浄水場間の水系幹線等の整備事
業、管路の重要度に応じたリスク管理と長寿命化計画による延命化
に基づく計画的な更新事業について整理したものである。

・

・

・

◆ 管路整備計画の目的

「管路整備計画」は、水道施設再構築構想に示す具体的な取組のうち、個別対策による施設強靭化の取組の管路の老
朽化対策として整備計画を定めるものである。

・
◆ 管路整備計画の位置付け

本計画の計画期間は、令和53年度までの50年間とする。・
◆ 計画期間

図　水道施設総合整備計画の体系図

図　法定耐用年数超過管路率（経年化管路率）の推移
表　管路延長の内訳と将来の更新延長

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑦管路整備計画】

本市では、令和2年度末時点において上水道で約
2,207㎞、簡易水道で約69㎞の管路を有している。管
路総延長に対する法定耐用年数40年を超過した管路
の割合は、26.2％となっており、今後も大量の管路が
更新時期を迎える見込みである。

・
◆ 経年管路の増加

本市における基幹管路の耐震管率は、令和元年度末時
点での基幹管路で42.9％（R2年度末 43.6％）となっ
ており、全国平均値の26.6％を大きく上回っている。
しかし、管路総延長に対する耐震管率は、平成30年度
末時点で9.8％（R2年度末 12.6％）となっており、全
国平均値の16.8％を下回っている。

・
◆ 管路の耐震性

平成23年に発生した東日本大震災では、水道管の漏水
被害が約660件におよび市内のほぼ全域にわたる約
13万戸が断水し復旧までに約１か月間を要した。被
害を受けた管路の多くは、法定耐用年数を超過し耐震
性も有していないものであり、特に基幹管路での被害
は、復旧の遅速を左右する結果となった。

・
◆ 東日本大震災での被害状況

【管路の現状】

本市の管路総延長を法定耐用年数で更新した場合、上
水道は１年当たり約66㎞（約88億円）、簡易水道は１
年当たり約2㎞（約2億円）の管路更新が必要となる。

・
◆ 経年化による更新需要の増大

基幹管路の主な事故履歴は、管体腐食による漏水が多
く、これは老朽化や腐食性土壌を要因とするものであ
り、今後も管路の老朽化による事故リスクは高まるこ
ととなる。

・
◆ 老朽化による事故リスクの高まり

【管路が抱える課題】

【水道システム全体の視点】 【個別施設の視点】

【事業量の平準化・財源確保の視点】 【施設の健全性維持の視点】

水道施設再構築構想 水道施設耐震化計画

水道施設津波・浸水対策計画

水道施設土砂災害対策計画

水道施設停電対策計画

水道施設整備計画

管路整備計画

水道施設長寿命化計画アセットマネジメント

水道施設総合整備計画

※管路延長の内訳（グラフ）は、管種ごとの数値を四捨五入しているため、各管種の計と管路延長（合計）の数値が合わない場合がある。

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

第
９
章

資
料
編

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑦管路整備計画】

３．基本方針と目標

表　管路整備計画における中期及び長期の目標（業務指標）

表　管路整備の区分

「水道施設再構築構想」では、個別対策による施設の強靭化と相互融通体制の構築によるバックアップ機能の強化を
図ることで非常時においても水道水の安定的な供給を目指すことを整備の方針としている。
本計画では、老朽化対策としての計画的な更新事業に加えて、相互融通体制の構築などに必要とする管路の更新及
び新設、更には、更新による耐災害性の強化を統合的に整理することで、各計画との整合性を図りながら効率的に
管路の整備事業を推進していく。

・

・

◆ 管路整備の基本方針

本事業は、平常時の効率的な配水運用と地震や水質事
故など非常時の安定給水を可能にすることを目的と
して、既設水道施設の更新を兼ねながら浄水場水系間
で水の相互融通を可能とする水系幹線等の配水施設
を整備し、北部地区から南部地区へのバックアップを
強化するものである。
計画期間：平成15年度から令和10年度（26か年）
総事業費：約172億円

・

・
・

◆ 基幹浄水場連絡管整備事業

老朽化した管路について、計画的な更新による健全性の向上と耐災害性強化を図ることにより、老朽化や災害に伴
う漏水を起因とする大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減することを目指す。

・
◆ 水道施設整備の目標

浄水場の再整備に伴い必要となる管路の整備は、浄水場再整備スケジュールに基づき計画的に整備する。
配水運用の効率化や維持管理性の向上のための新たな配水管布設は想定していないが、配水運用の効率化及び維持
管理性の向上等のために必要不可欠な管路については、その必要性に基づき計画的に整備する。

・
・

◆ 管路新設事業

管路が法定耐用年数よりも長期間使用できることを前提として、国や他事業体の動向、本市でのこれまでの使用実
績を踏まえ、標準的に使用できる年数「標準使用年数」を管種や継手形式別に設定する。
基幹管路は、標準使用年数での更新とし、配水支管は長寿命化対策の取り組みにより、健全な状態を保つことで、可
能な限り延命化を図ったうえで更新とする。

・

・

◆ 標準使用年数の設定

更新後の主な管種は、埋設管路で水道用耐震型ダクタイル鋳鉄管、水道配水用ポリエチレン管、露出管路でステン
レス鋼管となり、管路の標準使用年数は100年となることから、年間の更新率を管路総延長の１.0％とし、100年
サイクルでの構築を目指すこととする。
令和２年度末における管路総延長は延長2,275㎞（上水道2,207㎞、簡易水道69㎞）で、更新率1.0％での更新延長
は約23㎞となる。これを管路更新の年間目標延長と設定する。

・

・

◆ 目標とする年間管路更新延長

４．管路整備の考え方

管路整備計画では、管路の整備を以下の事業に区分して実施していくこととする。・
◆ 管路整備計画に位置付ける事業

※「重要給水施設配水管整備計画」は、「管路整備計画」と「水道施設耐震化計画」に関連する計画として別に定める計画

表　基幹浄水場連絡管整備事業一覧

㎥

㎥

㎥

・浄水場水系間の相互融通を目的とした水系幹線等の
施設整備（北部地区から南部地区へのバックアップ強化）

原則、すべて耐震管で布設
する。
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５．ダウンサイジング

管路の更新は、浄水場再整備に関連する管路及び重要給水施設管路を優
先的に整備する。
その他の管路については、管路区分（導水管、送水管、水系幹線、配水本管、
配水支管）による路線毎に老朽度及び重要度を評価し設定した優先順位
を基に漏水の状況等を勘案し更新時期を整理する。また、目標とする年
間管路更新延長23㎞を目安に管路区分に偏りが生じないよう調整する。

・

・

◆ 管路更新の優先順位と事業量調整

本市にでは、現在、布設する管種に耐震管を採用しており、今後も管路更新新設による耐震化を進めていく。
救急病院等の重要給水施設までの管路については、災害時においても優先的な給水を必要とすることから、早急な
耐震化を図るため、「重要給水施設配水管整備事業」を平成29年度から実施しており、今後も重要給水施設配水管整
備計画に基づき該当する路線の耐震化に取り組んでいく。

・
・

◆ 管路更新による耐震化

今後も水需要減少が予測される中、経営と施設の健全性を確保しながら安全で安心な水を安定して供給するために
は、管路の更新を進めていく上で口径の適正化（ダウンサイジング）を図る必要がある。
ただし、浄水場水系間の相互融通において重要な役割を担う水系幹線や送水管の口径設定は、平常時における水量
（一日最大給水量）と非常時における水量（平常時の一日平均給水量にバックアップ水量を加えた水量）を踏まえ口
径の検討を行い、適正口径を定める。

・

・

◆ 適正口径の検討

６．廃止路線の検討

将来の効率的な施設整備に向けて、輻輳管の統合や廃止可能管路の検討を行い、統廃合可能な管路を整理すること
で更新延長を削減し、更新事業費の縮減を図る。
輻輳管について統合の検討を行った結果、計画期間終期の令和53年度までに更新時期を迎える管路において、統合
による廃止管路の総延長は約57ｋｍとなり、削減効果額は約83億円となる見込みである。
更に、今後の浄水場水系間の相互融通やこれに伴う施設統廃合により、30路線（一部廃止を含む）が廃止可能となり、
削減効果額は約115億円となる見込みである。

・

・

・

◆ 輻輳管統合と廃止管路の検討

浄水場の再整備期間における水運用方法を考慮し、浄水場の運転停止期間に合わせた整備が必要となる基幹管路等
については、標準使用年数や延長使用年数に拘らない整備を行う。

・
◆ 浄水場の再整備に関連する管路整備

表　浄水場の再整備に関連する管路整備

図　管路更新事業の位置付けのイメージ

資料編　水道施設総合整備計画の概要【⑦管路整備計画】
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７．更新優先度の検討

表　重要度と老朽度による更新優先度の設定

表　事業計画

基幹管路等の重要な管路は、漏水が発生すると給水に大きな影響を及ぼすため、更新を優先して進めていく必要が
あるが、実施可能な事業量には限界があるため、計画的な更新を進める必要がある。
「管路整備計画」では、導水管、送水管、水系幹線、配水本管及び配水支管（φ200mm以上）の5区分を対象に路線化
を行い、老朽度及び重要度から区分ごとに更新優先度を設定する。
更新優先度は、５区分の全ての路線を対象に評価しているが、浄水場再整備に関連して優先的に更新する必要があ
る路線と「重要給水配水管整備計画」に基づき更新する路線（重要給水施設管路）は、各計画に基づき優先的に更新
する。

・

・

・

◆ 路線単位での更新優先度の検討

各路線の更新優先度は、老朽度・重要度の２項目で評価する。
更新優先度は、老朽度と重要度が高い路線を更新優先度が高いものと設定し、優先度を設定する。なお、老朽度評
価が最も低い路線（布設・更新が比較的新しいもの）については、基本的に耐震化されているため、重要度にかかわ
らず更新優先度は最も低くしている。

・
・

◆ 路線単位の老朽度評価と重要度評価

老朽度評価は、各管路の経過年数と標準使用年数（配水
支管路線にあっては、標準使用年数×1.2）から老朽度を
数値化する。次に、路線を構成する各管路の延長割合の
重みづけ係数を乗じて合計することで、路線単位の数値
を算出する。
算出した路線単位の数値に基づき、5段階で評価を区分
する。

・

・

◆ 老朽度評価の方法

重要度評価は、管網解析における水理検討結果を用いて、
各路線を流下する給水量によって数値化を行う。
算出した路線単位の数値に基づき4段階で評価を区分す
る。

・

・

◆ 重要度評価の方法

８．事業計画

管路整備計画関連事業の事業概要、事業期間、概算事業費を下表に示す。・
◆ 事業計画
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